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要約：本稿の目的は，大学入学共通テストにおける記述式問題の導入に関する議論を整理することで，

制度設計の政策過程における問題点を明らかにすることである。共通テストの導入について，議論が行

われた審議会を分析対象として，記述式問題に関する議論を整理して検討した。その結果，記述式問題

の導入に関する制度設計の過程について，検討が必要となる事項の議論を先送りにしていること，議論

および検証が不十分なまま記述式問題の導入に関する対応案が採用されていることが明らかになった。 
（キーワード：大学入学共通テスト，記述式問題，政策過程） 
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Abstract: The purpose of this paper is to clarify the problems in the Policy-Making Process of the Common Test 
for University Admissions by analyzing a discussion about the introduction of the descriptive questions. As a 
method, I analyzed the minutes of the council about the Common Test for University Admissions. 
The following points became clear because of the analysis. 1. Though discussions are necessary, the councils 
postponed the discussion. 2. The councils decided on the plan about the introduction of the descriptive 
questions although both the discussion and the investigation had been insufficient. 
(Key words: The Common Test for University Admissions, descriptive questions, policy-making process) 

1.問題の所在 
本稿の目的は，2020 年度から大学入試センター

試験（以下，「センター試験」と呼ぶ）に代わり実

施予定である大学入学共通テスト（以下，「共通テ

スト」と呼ぶ）における，記述式問題の導入に関

する議論を整理することで，制度設計の政策過程

における問題点を明らかにすることである。 

センター試験は 2019 年度において終了となり，

2020 年度から新たに共通テストが実施される予

定である。共通テストの導入に当たっては，高大

接続改革の一部として議論が進められてきた。高

大接続改革とは，高等学校教育改革，大学教育改

革および，高校教育と大学教育を接続する大学入

学者選抜改革の三位一体となった改革のことを

指す。大学入学者選抜改革として実施予定である

共通テストについては，本稿で取り上げる記述式

問題のみならず，英語民間試験の活用，複数の教

科・科目を組み合わせた合教科・科目での試験実

施，複数回受験可能とする制度設計等多くの改革

案が検討されていたが，ほとんどが見送りとなっ

た。とくに，記述式問題の導入や英語民間試験の

活用については，「大学入学共通テスト実施方針」

1)2)（以下，「実施方針」と呼ぶ）において導入が決

定された後，共通テスト実施の約 1 年前という直

前での見送り発表であった注 1)。なぜ，共通テスト

において実施予定であった改革案は頓挫し，「迷

走」とも言うべき状態が発生したのだろうか。 
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確かに，予定されていた改革案に実施上の問題

点が含まれていたからだとの説明は可能であろ

う。合教科・科目での実施や，複数回受験可能と

する制度設計については高大接続改革の議論の

途中で見送りとなっており，これら改革案につい

ては上記説明が可能である。しかし，記述式問題

の導入や英語民間試験の活用については，導入が

決定された後に見送りが決定されている。問題が

あるにもかかわらず，なぜ高大接続改革の議論の

中では導入が見送りにならず，実施予定とされた

のだろうか。この点を明らかにするには，改革案

の問題点を明らかにするだけでは不十分であり，

改革案がどのように議論されて形成されたのか

という政策過程の観点から分析する必要がある。 

一方で，上記の問題意識で共通テストを分析し

た論稿は管見の限り見られない注 2)3)。しかし，共

通テストにおける「迷走」がなぜ発生したのか，

その要因を明らかにした上で，今後の大学入試改

革や高大接続改革における議論につなげること

は意義があるように思われる。 

そのため本稿では，共通テストにおいて直前ま

で実施予定とされていた改革案のうち，記述式問

題の導入を取り上げ，どのような議論を経て制度

設計されたのか分析を行う。 

本稿の構成は以下のとおりである。第 2 章にお

いて分析手法および分析対象を説明する。続く第

3 章では，第 2 章で説明した手法を用いて，共通

テストの記述式問題導入にかかる議論を分析す

る。第 4 章では，第 3 章における分析結果をもと

に考察を行い，共通テストの記述式問題導入にか

かる議論の問題点を指摘する。また，本稿の限界

および今後の研究課題を示した。 

2.分析枠組みの構築 
2.1 分析対象 

本稿において分析対象として設定するのは，教

育再生実行会議を除く，高大接続改革について議

論が行われた審議会の議論である。 

先に説明したとおり，共通テストの導入につい

ては高大接続改革の一部として議論が進められ

てきた。高大接続改革については，内閣官房に設

置された教育再生実行会議において提言がなさ

れた後，文科省に設置された中央教育審議会（以

下，「中教審」と呼ぶ）高大接続特別部会，高大接

続システム改革会議，「大学入学希望者学力評価

テスト（仮称）」検討・準備グループ（以下，「検

討・準備グループ」と呼ぶ）の順で議論が行われ

た注 3)。ただし，本稿において検討する共通テスト

における記述式問題の導入については，教育再生

実行会議では検討されておらず，中教審高大接続

特別部会以降，検討されていくことになる。その

ため，本稿において分析対象に設定するのは，中

教審高大接続特別部会，高大接続システム改革会

議，検討・準備グループにおける議論である。以

下，分析対象に設定する審議会の概要を説明する。 

2.1.1 中教審高大接続特別部会 

中教審高大接続特別部会は，2012 年 8 月 28 日

に「大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学

校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化の

ための方策について」が中教審に諮問され，同年

9 月 28 日から 2014 年 10 月 24 日まで全 21 回会議

が開催された 4)。2014 年 12 月 22 日に中教審答申

として「新しい時代にふさわしい高大接続の実現

に向けた高等学校教育，大学教育，大学入学者選

抜の一体的改革について」（以下，「高大接続答申」

と呼ぶ）を発表した 5)。 

2.1.2 高大接続システム改革会議 

高大接続システム改革会議は，高大接続答申を

踏まえて，高大接続改革の実現に向けた具体的な

方策について検討を行うことを目的として文科
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省に設置された。会議の検討期間は 2015 年 2 月

24 日～2016 年 3 月 31 日とされ，計 14 回の会議

が実施された 6)。第 6 回会議後の 2015 年 9 月 15

日に中間まとめ 7)，第 14 回会議後の 2016 年 3 月

31 日に最終報告 8)を発表した。 

2.1.3 検討・準備グループ 

高大接続システム改革会議の最終報告を受け

て，文科省改革推進本部・高大接続改革チームの

下で，検討課題ごとに分かれて議論が展開された。

本稿で検討する共通テストについては，検討・準

備グループにおいて議論が行われた 9)。 

検討・準備グループは，高大接続システム改革

会議の最終報告において示された，センター試験

に代わる共通テストの具体的制度設計の検討を

目的として設置された。発足当初は 2016 年 4 月

28 日～2017 年 5 月 31 日を検討期間として設定し

ていたが，2019 年 5 月 29 日まで全 14 回会議を開

催している様子を議事録から確認できる 10)11)12)。

ただし，第 11 回会議（2017 年 7 月 10 日開催）に

おいて，実施方針が承認された後は，定期的に会

議を開催しているわけではなく，必要に応じて会

議を開催しているようである。 

第 11 回会議において承認された「実施方針」お

よび「大学入学共通テスト実施方針策定に当たっ

ての考え方」が 2017 年 7 月 13 日に発表された。

当該方針等の発表により，共通テストの具体的内

容が確定したと言える。 

2.2 分析手法 

分析においては，上記 3 つの審議会における議

事録，議事要旨および報告書を使用する。文書す

べてに目を通した上で，議論の文脈に注意しなが

ら共通テストの記述式問題導入に関する議論を

整理した。その際，とくに記述式問題の採点にか

かる制度設計に焦点を当てて整理を行った。なぜ

なら，記述式問題の導入について最も障壁となっ

たのは，どのようにして記述式問題を採点するの

かという点だからである注 4)13)。 

それでは，なぜ記述式問題の採点が障壁となっ

たのだろうか。その要因は大きく 2 点あげられる

だろう。1 点目は，記述式問題の採点には多くの

時間を要するという点である。記述式問題の採点

はマークシート式のように自動採点を行うこと

が難しい。自動採点が出来ないのであれば，人が

直接答案を採点する必要があり，採点に多くの時

間を要する。 

2 点目は，採点の公平性をいかに担保するのか

という点である。マークシート式であれば，どの

解答が正解または不正解となるのかが明確であ

り，コンピュータが採点を行うため採点ミスも起

こりえない。一方で，記述式問題は何をもって正

解とするのか判断が必要である。また，コンピュ

ータによる自動採点が困難であり，人が採点を行

うため採点ミスが発生する可能性がある。採点ミ

スが発生した場合，また採点者が異なる採点基準

により採点を行った場合，同じ解答であったとし

ても異なる採点結果が出てしまう。そのため，明

確な採点基準を設定し，適切な採点体制の構築に

よる採点の公平性の担保が記述式問題を導入す

るにあたり重要となる。 

記述式問題の採点について障壁となった上記 2

点について，どのような議論が展開され，解決策

が考案されたのか，次章において確認していきた

い。 

3.記述式問題の導入にかかる論議 
3.1 採点にかかる時間の削減 
3.1.1 中教審高大接続特別部会 
 記述式問題の導入について，議論の俎上に載せ

られたのは第 12 回（2014 年 2 月 19 日開催）中教

審高大接続特別部会においてである。記述式問題

の導入について議論が開始された頃から，記述式
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問題の採点にかかる時間や業務量について指摘

がされていた。とくに，大学入試改革の一部とし

て個別大学入試改革も議論されており，入試業務

にかかる業務量の増大が見込まれていたため，共

通テストへの記述式問題の導入に否定的な意見

が寄せられている。一方で，本部会の部会長を務

めた安西祐一郎氏は「CBT（Computer Based 
Testing：引用者注）でもしやるのであれば，記述

式の採点は，1 点，2 点ということではないのです

けれども，ある程度これから何年かの間に可能に

なっていくのではないかとも思っておりまして，

少なくとも検討の価値はあるのではないか」と返

答している。以降，共通テストにおいて記述式問

題を導入する方針で議論は行われた。ただし，記

述式問題の採点を含めた導入方法については今

後の検討課題とされ，高大接続答申では「答申後

一年を目途に具体的な内容について結論を得る」

とされた。 

3.1.2 高大接続システム改革会議 
記述式問題の採点にかかる時間の削減策とし

て，高大接続システム改革会議で検討された案は

下記 2 案となる。1 案目はコンピュータの活用に

よる記述式問題の採点支援，2 案目は記述式問題

とマークシート式問題の別日程での実施である。 
 まず，1 案目のコンピュータの活用による記述

式問題の採点支援から確認したい。具体的な方法

が示されたのは第 10 回会議（2016 年 1 月 29 日開

催）である。ここで事務局から提示されたコンピ

ュータの活用方法は，記述式問題の類似した解答

を分類する手法であった。分類された類似した答

案ごとに採点者を設定することで，採点効率を上

げることが出来るとされた。本案については，ほ

とんど異論等が寄せられることなく維持され，最

終報告において，「答案のクラスタリング（類似し

た解答ごとにグループ化）などの業務にコンピュ

ータを効果的に活用することも含め，新たな技術

の開発と活用を積極的に進める」とされた。 
次に，2 案目の記述式問題とマークシート式問

題の別日程での実施について確認する。記述式問

題とマークシート式の別日程での実施について

は，第 9 回会議（2015 年 12 月 22 日開催）におい

て実施を検討する案が事務局から提示された。明

示されてはいないが，記述式問題の「採点期間の

確保」を目的としていることから，マークシート

式試験よりも早い時期に，採点に多くの時間を要

する記述式試験の実施を想定していたと考えら

れる。 
この案については，「日程については，高等学校

をはじめ関係者と十分に調整する」として提示さ

れたが，高大接続システム改革会議内においても

意見が激しく対立した。大学に籍を置く委員は，

共通テストにおける記述式問題の採点に多くの

時間を要することを鑑みると，共通テストと個別

大学入試との連携の観点から別日程での実施に

肯定的であった。一方，高等学校等に籍を置く委

員は，大学入試への準備期間が短くなることから

試験日が早まることに懸念を示した。記述式問題

とマークシート式問題の別日程での実施につい

ては，委員の所属機関によって見解が異なり結論

を得ることが出来なかったため，最終報告では

「マークシート式問題と同日に実施する案，別日

に実施する案のそれぞれについて今後検討」を行

う旨が記載された。 

3.1.3 検討・準備グループ 
高大接続システム改革会議において，記述式問

題の採点時間の削減案として提示されたコンピ

ュータの活用による記述式問題の採点支援，記述

式問題とマークシート式問題の別日程での実施

の 2 案が共に継続して検討となった。しかし，検

討・準備グループの議事録を確認する限り，記述

式問題とマークシート式問題の別日程での実施

に関する議論は行われているが，コンピュータの

活用による記述式問題の採点支援について議論

を行っている形跡は見られない。会議前半の会議

資料では，コンピュータの活用による記述式問題

の採点支援が記述式問題の採点時間の削減案と

して記載されているが，会議後半になると当該記

載が消えている。経緯は定かではないが，導入が

見送りになったと思われる注 5)14)。 
一方で主要な論点となったのは，記述式問題と

− 46 −



マークシート式問題の別日程での実施であった。

第 2 回会議（2016 年 7 月 19 日開催）において，

①現行日程である 1 月中旬にマークシート式およ

び記述式問題を実施する案，②マークシート式問

題を現行日程で実施して記述式問題のみを 12 月

に実施する案に加えて，③マークシート式および

記述式問題の全てを 12 月に実施する案が事務局

から提示された。高大接続システム改革会議と同

様に，委員の反応は各々の所属機関によって異な

った。①現行日程である 1 月中旬にマークシート

式および記述式問題を実施する案については，個

別大学入試との連携の観点から，大学に籍を置く

委員から批判的な意見が寄せられた。とくに 2 月

上旬から個別大学入試が始まる私立大学関係者

は批判的であった。一方，高等学校等に籍を置く

委員からは，入試日程が早められることにより授

業日程への影響が大きいことから，試験日程を前

倒しにすることに対して批判的であった。とくに，

③マークシート式および記述式問題の全てを 12
月に実施する案に対しては非常に批判的であり，

当該案について「あってはならないと思う」と意

見を述べる委員もいた。大学に籍を置く委員と高

等学校に籍を置く委員の対立という構図は高大

接続システム改革会議と同様であった。高等学校

関係者から一部批判もあったが，岡本和夫主査が

「記述式だけ前倒しはどうだろうか」と会議終盤

に述べているように，折衷案として②マークシー

ト式問題を現行日程で実施して記述式問題のみ

を 12 月に実施する案が採用されそうな気配があ

った。しかし，議論は全く異なる方向性で進むこ

とになる。 
上記議論を経て第 3 回会議（2016 年 8 月 23 日

開催）において新たに提示された案は，現行日程

である 1 月にマークシート式および記述式問題を

実施した上で，記述式問題の答案は各大学に提供

され，採点を各大学で実施する案であった。第 2
回会議で取り上げた 3 案も引き続き検討の俎上に

載せられてはいるが，第 3 回会議以降の議論は，

現行日程でマークシート式および記述式問題を

実施した上で，採点を各大学で実施する案をいか

にして実現するのかという点に焦点が絞られて

いった。 
しかし，記述式問題の採点を大学で実施すると

いうことは，大学の負担増を意味する。そのため，

私立・公立大学に籍を置く委員からは，批判的な

意見が寄せられた。2 月上旬から個別大学入試を

実施する私立大学は，個別大学入試の準備を行い

つつ共通テストの記述式問題の採点作業を行う

必要があり，日程が非常にタイトであった。また，

公立大学は規模が小さい大学も多く，個別大学入

試においても入試改革に伴う業務量増が見込ま

れていたため，対応が出来ないとした注 6)15)。 
私立・公立大学に籍を置く委員からの批判を受

けて，共通テストとしては，記述式問題の作問，

出題のみならず，採点についても大学入試センタ

ーにおいて行うとされた。ここで注目すべきは，

共通テストの実施日について，マークシート式と

記述式問題を同一日程で，現行通り 1 月中旬に実

施するとされた点である。マークシート式と記述

式問題を別日程での実施が検討されたのは，共通

テストを現行通りの日程で記述式問題を出題し

た場合，採点にかかる時間を鑑みると個別大学入

試との連携が困難となるためであった。記述式問

題にかかる採点時間の削減案については，先に確

認した通り，新たな対策案が提示されているわけ

ではない。つまり，前提条件が変化したわけでは

ないと考えられる。にもかかわらず，高大接続シ

ステム改革会議以降，記述式問題の採点にかかる

時間の削減案として提案された対策案全てが，共

通テストの制度枠組みに組み込むことが出来な

かった。 

3.2 採点にかかる公平性の担保 
  記述式問題の採点にかかる公平性の担保につ

いて，具体的な議論が始まったのは高大接続シス

テム改革会議以降である。そのため，本節におい

ては，高大接続システム改革会議以降の議論を，

採点基準の設定，採点体制の構築の 2 点に注目し

て整理したい。 

3.2.1 高大接続システム会議 
どのように採点基準を設定するのかという点
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については，「条件付記述式」問題を中心に作問す

ることにより解決が目指された。「条件付記述式」

問題とは，一定の条件を設定し，それを踏まえて

結論や結論に至るプロセスを回答させる問題で

あり，設定された条件への適合性を中心に採点を

行うとされた。「条件付記述式」問題のアイディア

が登場した第 8 回会議（2015 年 11 月 3 日開催）

において，「一定の基準に基づいて評価可能とな

る」と事務局からの説明がある通り，採点基準を

明確化することによる公平性の担保を目的とし

ていたと考えられる。 
しかし，「条件付記述式」問題については問題点

が委員から指摘がされている。第 11 回会議（2016
年 2 月 17 日開催），第 14 回会議（2016 年 3 月 25
日開催）において，南原風朝和委員から記述式問

題を共通テストに導入する目的と「条件付記述式」

問題における評価の関係について下記のとおり

批判がなされた。記述式問題は「複数の情報を統

合し構造化して新しい考えをまとめるための思

考力・判断力やその過程や結果を表現する力など

を評価する」ことを目的としているが，「条件付記

述式」問題の採点方法については「設定した条件

への適合性を中心に評価する」としており，記述

式問題を導入する目的が「条件付記述式」問題で

は果たせないのではないかという批判である。記

述式問題導入の目的と「条件付記述式」問題の採

点の関係について，議事録を確認する限り，同委

員の批判後，十分に議論し検討された形跡は見ら

れないが，最終報告には「条件付記述式」問題の

導入が提言されている。同委員からの批判に対し

て事務局から，問うべき能力の評価と実際にテス

トを実施する際の課題の解決の両立をいかに図

るのかは記述式問題導入の 1 つの課題になると回

答があることから，「条件付記述式」問題が孕む問

題点を認識しつつも記述式問題を導入するため

にはやむを得ないと考えていた可能性がある。 
採点体制の構築という点については，どのよう

な採点体制を構築するのか議論を行う必要があ

る旨の指摘がされていた。しかし，議論が実際に

行われることはなく，最終報告には，「条件付記述

式」問題の採点基準に基づく個々の条件への適合

性への判断業務については，民間事業者等を活用

して実施することも考えられるという記載にと

どまった。 

3.2.2 検討・準備グループ 
採点基準の設定については，高大接続システム

改革会議において「条件付記述式」問題を採用す

ることが提言されたためかほとんど議論が行わ

れていない。共通テストモニター調査の結果を踏

まえて，どの程度の難易度の正答条件を設定する

のかについて意見交換が行われた程度である。高

大接続システム改革会議において，南原風委員か

ら指摘がされた「条件付記述式」問題の課題につ

いては，議論された形跡は見られず，実施方針に

も「条件付記述式」問題の導入が記載された。 
採点体制の構築という点については，高大接続

システム改革会議において言及された民間事業

者を活用する方向で議論が進められた。一方で，

共通テストの採点業務に民間事業者を活用する

ことに対しては，批判的な意見も寄せられている。

例えば，第 5 回会議（2016 年 10 月 25 日開催）に

おいて，民間事業者が実施する記述式問題の採点

について，公平に採点が出来るのかと採点体制に

対する懸念が福永博俊委員から示されている。同

委員からの批判に対して，どの程度客観的な採点

が出来るのか，また採点のばらつきが発生するの

かについては，モニター調査の結果等を踏まえて

検証したいと伯井美徳大学入試センター理事は

説明している。 
しかし，第 1 回モニター調査（2016 年 11 月 27

日実施）の結果報告が行われた第 6 回会議（2016
年 12 月 16 日開催）では，モニター調査における

民間事業者の採点業務について，「採点基準を業

者とすり合わせる時間がなく，作問者と採点者の

遮断」があったと説明されている。そのためか「正

答条件が厳しく，正答でも良いものが誤答とされ

た例が多数見受けられた」。民間事業者の記述式

問題の採点について，検証を行うための材料を十

分に集めることが出来なかったようである。以降，

議論・検証が行われた形跡は議事録からは確認で

きなかったが，実施方針には，記述式問題の採点
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について「処理能力や信頼性，実績を有する民間

事業者を活用する」と記載された。 

4.まとめ 
4.1 考察 
本稿は，共通テストにおける記述式問題の導入

にかかる制度設計の議論のうち，記述式問題の採

点をいかに実施するのかという点に焦点を当て

て，議論の展開を分析した。前章で確認した議論

の展開から，記述式問題の導入にかかる議論にど

のような問題があったのかを考察する。 
1 点目に，検討が必要となる事項の議論を先送

りにしている点が挙げられる。高大接続システム

改革会議において議論が開始された，記述式問題

の採点にかかる時間の削減案であるコンピュー

タの活用による採点支援案，マークシート式と記

述式問題を別日程で実施する案については会議

内で結論を得ることが出来なかった。そのため，

今後の検討課題となり，検討・準備グループでの

議論に持ち越しとなった。「高大接続改革の実現

に向けた具体的な方策について検討を行う」こと

を目的として設置された高大接続システム改革

会議であったが，具体的方策について結論を得る

ことが出来ず，今後の議論の方向性を提示して終

了となった。その結果，あまりに多くの論点が検

討・準備グループにおける議論に持ち越しとなっ

た印象が強い。 
2 点目に，議論および検証が不十分なまま，対

応案が採用されていることである。記述式問題の

採点基準の設定については，「条件付記述式」問題

を中心に出題し，条件への適合性を中心に評価す

ることが決定された。しかし，「条件付記述式」問

題における出題および成績評価について，問題を

孕んでいることは委員から指摘がなされていた。

にもかかわらず，当該指摘を踏まえて十分に議論

を行った形跡は見られない。また，記述式問題の

採点体制として，民間事業者の活用が決定された。

しかし，当該案については審議会においてほとん

ど議論が行われておらず，モニター調査等による

検証も不十分であったと言える。 

4.2 今後の課題 
最後に，本稿を踏まえて今後の課題を 2 点指摘

したい。 
1 点目は，本稿が公開されている審議会の議事

録を主要な分析対象として設定している点であ

る。例えば，分析対象として設定した審議会の委

員へのインタビュー調査等を実施し，議事録から

確認できた制度設計の過程の問題点の裏付けを

取ることで，より説得力を高めることが出来ると

考えられる。分析対象として設定した資料が限定

的であるという点は，今後の課題である。 
 2 点目は，共通テストの改革案のうち，記述式

問題の導入に関する議論しか取り扱うことがで

きなかったことである。記述式問題の導入と同じ

く，直前に見送りが決定された英語民間試験の活

用，審議会における議論の中で見送りが決定され

たその他の改革案の議論も併せて分析すること

で，それぞれの改革案が検討された制度設計の過

程を比較分析することが可能になる。比較という

観点を用いることで，他の改革案とは異なり，な

ぜ記述式問題の導入と英語民間試験の活用のみ

が直前で見送りになったのか，より深い分析が可

能になると考えられる。 
上記 2 点の今後の課題を踏まえて，別稿におい

て共通テストの制度設計における過程分析を行

っていきたいと考えている。 

注 
1) 英語の民間試験活用は 2019 年 11 月 1 日に，

記述式問題の導入は 2019 年 12 月 17 日にそれ

ぞれ導入見送りが発表された。 
2) 大塚（2020）は筆者に比較的近い問題意識にお

いて共通テストの導入にかかる経緯の分析を

行っている。しかし，共通テストの制度設計に

かかる政策過程の分析よりも，共通テストの

改革案に含まれる問題の分析に重きを置いて

いるという点で本稿とは異なる。

3) なお，センター試験に代わり実施する試験の

名称を「大学入学希望者学力評価テスト（仮

称）」から「大学入学共通テスト」に改めたこ

とにより，会議名称についても第 13 回会議以
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降「『大学入学共通テスト』検討・準備グルー

プ」へと名称を変更している。しかし，議事録

および会議資料を確認する限り会議の構成員

や目的等の変更は発生しておらず，会議名称

の変更のみであることから本稿では同一会議

として取り扱う。特段の事情がない限り，「大

学入学希望者学力評価テスト（仮称）」検討・

準備グループと併せて「大学入学共通テスト」

検討・準備グループについても「検討・準備グ

ループ」と呼ぶ。また，審議会によってセンタ

ー試験に代わる大学入学共通試験の名称は異

なっているが，本稿では便宜上すべてを共通

テストと呼ぶ。 
4) 記述式問題の導入見送りの理由について，萩

生田文部科学大臣は，採点ミスを完全に無く

すことは出来ないということ，採点結果と受

験者の自己採点に不一致が発生することをあ

げており，とくに記述式問題の採点に問題が

多く存在していたことを認めている。

5) 高大接続システム改革会議において委員を務

めた南風原朝和は，コンピュータを活用した

答案のクラスタリング（類似した解答ごとに

グループ化）による採点支援について，コンピ

ュータが答案の文字を正確に読み取ることが

出来なかったため導入見送りとなったと述べ

ている。

6) なお，国立大学に籍を置く委員からの異論は

議事録からは確認できなかった。大学が共通

テストにおける記述式問題の採点を行う案を

提起したのは国立大学協会であることから，

国立大学に籍を置く委員は本案にある程度理

解を示していたと考えられる。
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